
 

 

さいたま市告示第５６５号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項において準用する同法第６２条第１項の

規定により、都市計画事業の事業計画の変更に係る図書の写しの送付があったので、同条第２項の規

定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。 
令和８年３月３１日 

 
さいたま市長 清 水 勇 人 

 
１ 都市計画事業の種類及び名称 
 さいたま都市計画道路事業３・４・１１４号氷川緑道西通線 及び ３・３・１００号大宮岩槻線 
 
２ 縦覧場所 

さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 
さいたま市都市局都心整備部大宮駅東口まちづくり事務所 

 
 
 


